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特定行為に係る看護師の研修制度の推進に係るリーフレットの周知のお願い 
 
 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 さて今般、厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室より本会宛に、看護

師の特定行為研修制度に係るリーフレット「協働編」についての周知方依頼が

ありました。  
 本リーフレットは、在宅領域における特定行為研修の推進を図ることを目的

に、全国訪問看護事業協会により作成されたものです。  
在宅医療において、医師が作成した手順書の下で看護師が特定行為を行うこ

とは、患者さんへのタイムリーな処置等の実施や医師の業務負担の軽減につな

がります。本会としては、在宅医療に関する様々な課題の対応策の１つとし

て、本制度の活用が有効であると考えており、会員の皆様に本制度へのご理解

とご活用をお願いする次第です。  
つきましては、本リーフレットを 100 部お送りいたしますので、貴会管下郡

市区医師会等への周知方につき、ご高配賜りますようお願い申し上げます。  
なお、本リーフレットは全国訪問看護事業協会のホームページにも掲載され

ています。また、日医ニュース４月５日号に同封する予定であることを申し添

えます。  
 
  ＜全国訪問看護事業協会＞  
   特定行為研修制度 訪問看護ステーション管理者向けポータルサイト  

https://www.zenhokan.or.jp/tokutei/leaflet/ 
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特定行為に係る看護師の研修制度の推進に係るリーフレットの周知のお願い

（周知依頼） 

 

 

特定行為研修制度の推進につきましては、平素より格別のご協力とご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。 

平成 27年に創設されました看護師の特定行為に係る研修制度は制度創設から

８年が経過し、現在 373の指定研修機関により研修が行われ、8,820名が研修を

修了し、全国の医療現場等でご活躍いただいているところです。 

令和４年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業において、在宅領域におけ

る特定行為研修の推進を図ることを目的に、一般社団法人全国訪問看護事業協

会により医師及び訪問看護ステーションの管理者を対象とした特定行為研修制

度を紹介するリーフレットを作成いただき、皆様には周知のご協力を賜りまし

た。令和５年度においても、一般社団法人全国訪問看護事業協会により特定行為

研修修了者との協働編といった医師向けのリーフレットを作成しております。 

つきましては添付のリーフレットについて、貴会の会員の皆さまへの周知に

御協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

・一般社団法人全国訪問看護事業協会  

特定行為研修制度 訪問看護ステーション管理者向けポータルサイト 

リーフレット「訪問看護 de特定行為」 

https://www.zenhokan.or.jp/tokutei/leaflet/ 
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●いつも来ている顔見知りの看護師が処置を行ってく
れることで、日頃不安に思うこと（器具のサイズや皮
膚トラブルなど）を気軽に聞けるので、安心できます
●生活リズムを崩さず、ケアを行う流れで処置もして
くれるので助かります
●処置のために病院に連れて行かなくてもよいので、
待つ時間や移動する時間がなくなり、交通費もかか
らなくなりました

看護師による特定行為を受けた
利用者や家族の声

●在宅療養指導管理料を算定することができます。
●「訪問看護指示料 300 点」「手順書加算 150 点（６月に１回限り）」「衛生材料等提供加算 80 点」を算定するこ
とができます。

どのような診療報酬が請求できるの？

●介護保険の利用者は併用可能です。
●医療保険の利用者は、併用可能な場合があるので、各訪問看護ステーションにお問い合わせください。
　ただし、同一日の訪問はできません。
●医療保険の場合、創傷処置関連の研修を修了した看護師は、他の訪問看護ステーションの利用者への同行訪問が
できます。

他の訪問看護ステーションとの併用はできるの？

●医師が「看護師による特定行為」実施の必要性を判断し、手順書を交付すれば、年齢や疾患に関わらず対象にな
ります。
●医療保険の利用者も介護保険の利用者も対象になります。

どのような患者でも対象になるの？

●訪問看護指示書を交付しているステーションの看護
師が適切な時に特定行為を実施することで、安心し
て協働でき、患者の処置を任せられます
●報告内容がわかりやすいため治療判断がしやすく、
早期対応ができます

●診療時間が短縮できるため、より重症な患者など、
他の患者の診療や処置に時間が使えます

　　一般社団法人全国訪問看護事業協会　　一般社団法人全国訪問看護事業協会　　一般社団法人全国訪問看護事業協会

脱水症状に対する
輸液による補正

気管カニューレの交換褥瘡または
慢性創傷の治療における
血流のない壊死組織の除去

胃ろうもしくは
腸ろうカテーテル
又は胃ろうボタンの交換
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「特定行為に係る看護師の研修制度」協働編

特定行為研修修了後の看護師の活動の実際

訪問看護師が在宅で行う主な特定行為

この制度は、高齢者人口がピークとなり生産年齢人口も減少し続ける 2040 年を見据え、国が「特定行為に係る看護師の研

修制度」の推進として在宅医療等を支える看護師を養成するものです。

医師と特定行為研修を修了した訪問看護師が協働することで、在宅療養に不可欠な医療行為を診療の補助として、看護師が患

者に提供できるようになります。医師と訪問看護師が協力し合うことで、患者の在宅療養を継続できるとともに、医師の方々

の負担軽減と働き方改革の実現に貢献します。

特定行為研修制度等についてのより詳しい情報は以下をご参照ください

［厚生労働省］特定行為に係る看護師の研修制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html

［日本医師会］看護師の特定行為研修制度について
https://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/009642.html

［全国訪問看護事業協会］訪問看護ステーション管理者向けポータルサイト
https://www.zenhokan.or.jp/tokutei/

厚生労働省 日本医師会

全国訪問看護事業協会

●ケース1：胃ろうカテーテルの交換

● 看護師が特定行為を行えることを医師
に伝え、家族に了解を得て、手順書を
交付してもらった
☆褥瘡の状態に合わせて、頻回に
壊死組織の除去を実施した
☆使用薬剤の変更をタイムリー
に医師へ相談した

◎壊死組織の除去と適切な薬剤使
用により治癒が促進され、褥瘡
が完治した
◎褥瘡の治癒に伴い、全身状態が
改善し、座位が可
能となった

●ケース2：褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去

主治医から
訪問看護師に

相談
仙骨部に壊死組織
があり、膿瘍
を形成して
いた

90歳代  脳梗塞
要介護5

【全国訪問看護事業協会】特定行為訪問看護ステーション管理者向けポータルサイト
特定行為研修修了者の事例　https://www.zenhokan.or.jp/tokutei/casestudy/

事例については、こちら

● 娘に看護師が「特定行為として在宅で
胃ろう交換ができる」ことを伝えた

●主治医に看護師による胃ろう交換を提
案し、手順書を交付してもらった
☆看護師が 1ヶ月に１回、
自宅で胃ろう交換を実
施した

◎車での移動や外来で待つ時間が
なくなった
◎身体的・精神的・経済的負担を
減らすことができた

◎生活リズムを崩さ
ずに処置を受ける
ことができ、全身
状態が改善した

娘が訪問看護師に
相談

胃ろう交換のための通
院で身体的苦痛
と負担が大きく、
体調悪化を引き
起こしていた

90歳代
パーキンソン病

看護師による特定行為を受けた
利用者や家族の声

褥瘡の状態に合わせて、頻回に

特定行為研修修了看護師と
協働する医師の声
特定行為研修修了看護師と
協働する医師の声

胃ろう交換のための通
院で身体的苦痛
と負担が大きく、
体調悪化を引き

相談
仙骨部に壊死組織
があり、膿瘍 改善し、座位が可

◎身体的・精神的・経済的負担を
減らすことができた

◎生活リズムを崩さ
ずに処置を受ける
ことができ、全身



【当該手順書に係る特定行為の対象となる患者】

内部ストッパーがバルーンタイプである。前回の交換時にトラブルがなく、

2回目以降の交換である。定期交換の時期である。

【診療の補助の内容】

胃ろうカテーテル（バルーン型）または胃ろうボタン（バルーン型）の交換

【特定行為を行った後の医師・歯科医師に対する報告の方法】

1. 担当医師へその日のうちに連絡（FAX）

2. 毎月の報告書への記載

【医療の安全を確保するために医師・歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制】

主治医、当該診療科医師、または医療安全担当医師へ連絡する

病状の
範囲外

病状の
範囲内

連絡先　　×××ー×××ー××××

医療機関名　○○○○○○○○

診療科　○○○○○○○○

医師氏名　△△△　△△△

××××年　××月　××日

○○訪問看護ステーション　殿

不安定
緊急性あり

主治医または
当該診療科医師へ
直接連絡

病状の
範囲外

不安定
緊急性あり

主治医または
当該診療科医師へ
直接連絡

【看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲】
　バイタルサインが安定している

　意識レベル、病状が平常時と変化がない

　瘻孔からの出血がない　出血傾向がない

　胃ろう周囲の皮膚トラブルがない

　交換前のカテーテルの可動性が良好である

【特定行為を行うときに確認すべき事項】

　意識、バイタルサインの問題がない

　交換後の腹痛、出血がない、あっても持続的なものではない

　交換後のカテーテルの可動性が良好である

　胃内要物の逆流が確認できる

利用者氏名： ◯◯◯  ◯◯◯    様

手順書：胃ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換

医師と特定行為研修修了者は、どのような流れで協働するの？

●以下のような流れで、医師と特定行為研修修了看護師が協働して、利用者へ特定行為を実施します。

※特定行為の実施にあたり、「医師
が医行為を直接実施するか」「ど
のような指示により看護師に診
療の補助を行わせるか」の判断
は、利用者の状態や看護師の能
力を勘案し、医師が行います。

はどのように作成するの？ 

●手順書とは、医師が看護師に診療の補助（特定行為）
を行わせるために、その指示として作成する文書ま
たは電磁的記録です。
●医師は、手順書を適用する際に、利用者を特定しま
す。
●手順書は、医師があらかじめ作成するものですが、
必要に応じて看護師と連携して作成します。

●「手順書」と「訪問看護指示書」は違う様式で、交
付する目的が違います。
▶手順書：看護師に特定行為を行わせる場合に交付
▶訪問看護指示書：訪問看護ステーションに訪問看
護の依頼をする場合に交付

●手順書は、訪問看護指示書と共にコピーしてカルテ
内に保管します（訪問看護ステーションは原本を保
管します）。
●手順書を交付した際は、訪問看護師への指導内容を
指示録としてカルテに記録する必要があります。

●既存の手順書（厚生労働省ホームページ等からテン
プレートを入手可能）を利用し、利用者の個別性に
合わせて記載すると簡便にできます。
●下記の「手順書に必要な記載事項」以外にも具体的
内容を記載することができます。（例：特定行為後、
医師に確認してもらう頻度等）
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利用者の
個別性に
合わせて記載

❶当該手順書に係る特定行為の対象となる患者
❷看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲
❸診療の補助の内容
❹特定行為を行うときに確認すべき事項
❺医療の安全を確保するために医師との連絡が必要と
なった場合の連絡体制
❻特定行為を行った後の医師に対する報告の方法

手順書に必要な記載事項

●在宅領域における手順書例集 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000679735.pdf
●特定行為に係る手順書例集 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000112464.pdf
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